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　平成 29 年 5 月 17 日と 18 日に、欧州財務報
告諮問グループ（EFRAG）のアンドリュー・
ウォッチマン技術的専門家グループ（TEG）
議長兼 CEO 及びパトリシア・マクブライドテ
クニカル・ディレクターが来日し、企業会計基
準委員会（ASBJ）の代表者と二者間会合を開
催しました。その際、ASBJ の小野委員長か
ら、両氏に対して EFRAG のミッション、国
際財務報告基準（IFRS）の開発の支援、エン
ドースメント・アドバイスに関する活動等につ
いて、インタビューを行いました。この記事
は、インタビューの内容を翻訳したものです。

　小　野　ウォッチマンさん、マクブライドさ
ん、ASBJとの会合のために東京にお越しいた
だきありがとうございます。EFRAG と ASBJ
との二者間会合は 2014 年から開催されている
わけですが、今回はウォッチマンさんが TEG
議長兼 CEO に就任されて初めての二者間会合
になるということで、心から歓迎いたします。
　ウォッチマン　こちらこそ、東京での二者間
会合を主催いただきまして、ありがとうござい
ます。今回、日本を訪問して ASBJとの会合
を開催できたことを大変光栄に思います。ま
た、ASBJの皆様に非常に温かい歓迎をいただ
きまして、できることならもう少し長く滞在し
たかったと感じているところです。

　小　野　さて、今回は EFRAG の代表者の
方々が東京にお越しになる貴重な機会を捉えま
して、欧州における IFRS についての日本の関
係者の理解を深めるべく、お 2人にお話をお伺
いできればと思います。
　早速ですが、本季刊誌の読者の中には、
EFRAGのことを十分に理解していない方々も
いるかもしれません。最初に、EFRAG のミッ
ションについてご説明いただけますでしょう
か。
　ウォッチマン　EFRAG のミッションは大き
く分けて 2つあります。1つめは、財務報告に
関する欧州の見解を開発し、それらを広め、そ
れらの見解である欧州の声が国際会計基準審議
会（IASB）の会計基準設定プロセスにおいて
適切に考慮されていることを確実にすることで
す。2 つめは、新しい IFRS の基準書を欧州に
おいてエンドースメントすべきかどうかについ
て、欧州委員会にアドバイスすることです。こ
れには、会計基準が欧州の公益に資するかにつ
いての検討が含まれます。
　小　野　ありがとうございます。今回のイン
タビューで、今ご説明いただきました 2 つの
ミッションについて、より深く理解できればと
思います。まず、ミッションの 1 つめは、
IFRS の開発における EFRAG の関与という点
に関係していますが、この点についてもう少し

欧州財務報告諮問グループ
（EFRAG）の代表者へのイ
ンタビュー
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詳しく教えていただけますでしょうか。
　マクブライド　EFRAGは、IASBの作業を、
プロジェクトを通じてモニターしています。
EFRAG において論点が識別された場合には、
その時点で IASB のボード・メンバーや IASB
スタッフと協議を行います。この点は、ASBJ
において行われている作業と近いのではないで
しょうか。
　IASBが公開草案を公表すると、EFRAGは、
IASB のコメント期間中の早い段階で、
EFRAGとしてのコメント・レターの案を公表
し、必要に応じて、アウトリーチやフィール
ド・テストを実施します。コメント・レターを
IASB に送付する目的は、IASB が考えられる
最もよい基準を開発できるように貢献すること
にあります。
　ご留意いただきたいのですが、仮に EFRAG
が IASB に対して公開草案で提案した内容を変
更することを提案したとしても、このことは、
必ずしも IASB の提案がその後のエンドースメ
ントの要件を「満たさない」ことを意味するわ
けではありません。
　小　野　今、エンドースメントの要件とおっ
しゃいましたが、この点についてもご説明いた
だけますでしょうか。
　マクブライド　欧州におけるエンドースメン
トの要件の多くは、技術的な要件であり、目的
適合性、信頼性、理解可能性、比較可能性、そ
れから慎重性が含まれます。言い換えるなら、
これらの技術的な要件は、財務諸表が企業の真
実かつ公正な概観を提供することを求めていま
す。もう 1つの要件は、その会計基準が欧州の
公益に資するものであるかが検討されます。
　欧州の公益に資する会計基準には、2つの意
味合いがあります。1つは、会計基準に付加価
値があるということです。具体的には、新しい
会計基準が、置き換えられる従前の会計基準を
改善するものであれば、付加価値があると判断

されることになります。もう 1つは、欧州連合
（EU）に対して有害な影響がないということで
す。具体的には、会計基準が、欧州企業の競争
力、欧州の金融制度の安定性、欧州経済の発展
に対して有害な影響を与えるものでなければ、
EUに対して有害な影響がないということにな
ります。
　小　野　詳細なご説明をありがとうございま
す。今ご説明いただいた点は、最初に EFRAG
のミッションの 2つめとして挙げていただきま
した、エンドースメントに関する欧州委員会へ
のアドバイスに関連しているのではないかと思
いますが、欧州におけるエンドースメントのプ
ロセスについても教えていただけますでしょう
か。
　ウォッチマン　欧州におけるエンドースメン
トの手続は、欧州委員会が開始します。IASB
が新しい会計基準を公表すると、欧州委員会は
EFRAG にアドバイスを求めるか否かを検討
し、通常、アドバイスを求めることを決定しま
す。EFRAG は、欧州委員会からの要請を受け
た段階でアドバイス案の検討を開始します。
EFRAGがエンドースメント・アドバイスを最

EFRAG技術的専門家グループ（TEG）議長兼CEO
　　アンドリュー・ウォッチマン氏
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終化するまでの期間は、主要な会計基準の場合
で 9か月程度であり、エンドースメント・アド
バイスの公表前には、必ずアドバイス案を公表
し、関係者の意見を求めます。
　EFRAG によるエンドースメント・アドバイ
スの公表後、EU の全加盟国にあたる 28 か国
のそれぞれからの代表者によって構成される会
計規制委員会（ARC）が、エンドースメン
ト・アドバイスに関する議決を行うまでに最低
2か月を要します。ARCがエンドースメント・
アドバイスを可決すると、欧州議会が 3か月の
期間でエンドースメント・アドバイスの精査を
行います。精査の結果、最終的に基準のエン
ドースメントに反対することもできます。
　小　野　エンドースメントに反対することも
できるということをご説明いただきましたが、
現在、EUがエンドースしないことを決定した
会計基準が 1つ、カーブアウトしている会計基
準が 1つであると理解していますが、その理解
でよかったでしょうか。IASB との間で、カー
ブアウト項目をなくすための作業などは計画さ
れているのでしょうか。
　ウォッチマン　EU は、IFRS 第 14 号「規制
繰延勘定」をエンドースメントしないことを決
定しました。IFRS 第 14 号は、IFRS の初度適
用企業のための、料金規制対象活動に関する暫
定的な会計基準です。エンドースメントしない
ことを決定したのは、欧州では 2005 年に
IFRS に移行済みであったため、IFRS 第 14 号
は実務に影響がないか非常に少ないという単純
な理由によるものです。
　カーブアウト項目としては、IAS 第 39 号
「金融商品：認識及び測定」のヘッジ会計に関
する要求事項の修正があり、これは IFRS 第 9
号「金融商品」の下でも利用可能です。この
カーブアウト項目は、欧州企業にマクロ・ヘッ
ジ活動の会計処理にある程度の追加的な柔軟性
を与えています。EFRAG としては、少なくと

も IASB が動的リスク管理プロジェクトを完成
させるまでは、このカーブアウト項目が利用可
能な状況が続くものと予想しています。
　IASB の活動を支援するため、EFRAG は
2017 年 1 月に、一部の銀行がどのように金利
リスクを管理しているのかについて 2016 年に
実施したアウトリーチの結果を公表しました。
EFRAG は、現在 IASB が動的リスク管理プロ
ジェクトを進めている状況を歓迎しており、引
き続きその動向を非常に注意深くモニターする
予定です。
　小　野　ありがとうございます。IASB は、
ここ数年の間に主要な基準の最終化を行ってい
ますが、これらの新基準のエンドースメントの
進捗状況はいかがでしょうか。
　ウォッチマン　IFRS 第 15 号「顧客との契
約から生じる収益」と、IFRS 第 9 号「金融商
品」については、それぞれ 2016 年 9 月と 10 月
にエンドースメントが完了しています。IFRS
第 16 号「リース」については、2017 年 3 月に
EFRAG のエンドースメント・アドバイスが公
表されていますが、エンドースメントのための
手続の完了には至っていません。

EFRAGテクニカル・ディレクター
　　パトリシア・マクブライド氏
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　小　野　IFRS第 16号のエンドースメント・
アドバイスの開発にあたって、特に議論があっ
た論点はありましたでしょうか。
　マクブライド　IFRS 第 16 号が、報告され
る負債と、EBITDA のような財務業績の測定
値の両方に重大な影響を与えることは認識して
おりました。IFRS 第 16 号の便益としては、
財務諸表の透明性と比較可能性が改善し、投資
家の分析におけるより良い出発点を提供できる
ものと分析されました。コストについては、導
入コストの見積りの幅が広かった一方で、
IFRS 第 15 号と同時に適用する場合にはコス
トが削減できる可能性があることも示されまし
た。さらに、財務制限条項の再交渉のためのコ
ストや、借手により多くの情報を提供するため
の貸手のコストについても認識されました。こ
れらを総合的に考慮し、EFRAG は、費用対効
果の観点から IFRS 第 16 号が受入可能なもの
であると評価しました。
　ウォッチマン　欧州の公益に関する要件を適
用する際に、EFRAG は、リースから他の資金
調達の方法への変更や、短期のリースや変動
リース料を伴うリースへの変更などは、限定的
であると分析しました。また、リースの利用可
能性やリースの価格の変化についても、大企業
と中小企業の両方について、無視できる程度と
予想されました。EUの競争力については、米
国会計基準との差異は、全体としての競争上の
不利を生まないものであると結論付けました。
欧州の金融制度の安定性についても、金融制度
の安定性に対するリスクであるとする証拠はな
く、銀行の規制上の資本に対する影響も限定的
であると分析しました。
　EFRAG のエンドースメント・アドバイスを
開発するための手続は、会計基準ごとにデザイ
ンする必要があります。例えば、IAS 第 17 号
「リース」からIFRS第16号への変更の影響は、
リースを有するすべての企業について同じだっ

たため、IFRS 第 16 号の影響についてはまと
めて分析することができました。反対に、
IFRS 第 17 号「保険契約」については、企業
によって変更の影響が異なることが予想される
ため、「ケース・スタディ」アプローチを採用
する予定です。EFRAG にとっての課題は、会
計基準によって異なるということになります。
　小　野　大変参考になります。それでは、次
に EFRAG で実施されているその他の活動に
ついても教えていただきたいと思います。特
に、EFRAG が実施されているリサーチ活動に
ついて、ご説明いただけますか。
　マクブライド　EFRAG では、リサーチ・プ
ロジェクトに積極的に取り組んでいます。リ
サーチ・プロジェクトは、将来の IASB のア
ジェンダを形成し、早い段階でのインプットを
行う目的において、EFRAG にとって重要な活
動となります。リサーチの対象は、欧州におい
て目的適合的な論点であり、IFRS の現在のガ
イダンスに懸念が生じているものや、IFRS に
おけるガイダンスが不足しているものなどが含
まれます。リサーチ・プロジェクトのアプロー
チとしては、選ばれた論点に関する証拠や関係
者からのインプットを集めるほか、それが可能
である場合には、国際的に協力の機会を求める
こともあります。
　EFRAG が現在取り組んでいるリサーチ・プ
ロジェクトの 1つに、のれん及び減損に関連す
るものがあります。このプロジェクトの目的
は、のれんの事後の会計処理において考えられ
る改善方法を識別することにあり、具体的には
減損テストの改善方法を検討しています。
　また、別のリサーチ・プロジェクトとして、
資本性金融商品のリサイクリング及び減損に関
するものもあります。このプロジェクトは、
IFRS 第 9 号の下で FVOCI に指定した資本性
金融商品の処分損益の「リサイクリング」を再
導入する可能性を増やすために、資本性金融商
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品について考えられる減損モデルを識別するこ
とを目的としています。
　さらに、低金利及びマイナス金利の会計上の
影響に関連するリサーチ・プロジェクトもあり
ます。このプロジェクトでは、低金利及びマイ
ナス金利の会計上の影響を評価し、会計基準の
変更を検討する必要性について検討していま
す。
　小　野　EFRAG が実施しているプロジェク
トの多くは、ASBJとしても関心が高い論点と
なっています。それらの論点の一部については
ASBJもリサーチ活動を実施しており、協力で
きる機会もあるのではないかと思います。
　ウォッチマン　ASBJは、過去のプロジェク
トにおいても素晴らしい協力者でありました。
EFRAG は、ASBJと見解を共有し、協働する
機会があれば、いつでも歓迎します。
　小　野　ありがとうございます。今後の協働
の可能性に期待しています。ところで、
EFRAG では、IFRS の適用や解釈に関する活
動も行っておられるのでしょうか。
　ウォッチマン　EFRAG は、会計基準設定主
体ではありませんので、適用及び解釈に関する
我々の役割は、非常に限定的なものとなりま
す。その中で、解釈に関する論点が我々の知る
ところとなった場合には、IFRS 解釈指針委員
会に論点を提起することを提案することもあり
ますし、IFRS 解釈指針委員会の EU 代表の公
式なオブザーバーとのリエゾンの役割を果たす
こともあります。IFRS 解釈指針委員会が解釈
指針やその公開草案を公表する場合には、我々
は、通常のデュー・プロセスに従って、コメン
ト・レターの提出や、エンドースメント・アド
バイスの公表のための手続を進めることになり
ます。
　小　野　ありがとうございます。EFRAG は
欧州の組織ですから、欧州にフォーカスするこ
とは当然でありますが、欧州以外の各国の会計

基準設定主体との国際的な協力についてのお考
えや戦略についても伺いたいと思います。
　ウォッチマン　EFRAG は、国際的な協力を
重視しており、今後も会計基準アドバイザ
リー・フォーラム（ASAF）会議や、会計基準
設定主体国際フォーラム（IFASS）会議、世
界会計基準設定主体（WSS）会議における議
論に貢献していく予定です。また、他の基準設
定主体との共同プロジェクトも行っていきたい
と考えています。
　小　野　残念ながらインタビューの終了の時
間となりました。貴重なお話をいただき、どう
もありがとうございました。EFRAG が欧州に
おける IFRS 基準のエンドースメント・アドバ
イスをどのように行っているかを理解する貴重
な機会となりました。ASBJは、今回の二者間
協議で非常に有意義な議論ができたと感じてい
まして、今後も二者間協議が続けられていくこ
とを期待しています。
　ウォッチマン　こちらこそ、ありがとうござ
いました。ASBJとの議論の機会をいただけた
こと、また我々の活動についてお話しする機会
を得られたことに、感謝いたします。次回の会
合でお会いできるのを楽しみにしています。

� ASBJ 委員長　　小野 行雄氏
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　小　野　ウォッチマンさん、マクブライドさ
ん、本日は、お疲れのところ、丁寧に質問に答
えていただいて、大変ありがとうございまし
た。

（このインタビューは、平成 29 年 5 月 18 日に
実施された。）


